
・窓口申請の際は、既存の検査手数料と併せて現金にて
お支払いください。
・OSS申請の際は、既存の検査手数料と併せてオンライン決済
によりお支払いください。

重要なお知らせ

令和3年10月１日より
検査時に支払う法定手数料として

技術情報管理手数料４００円 が
追加されます。

技術情報管理手数料とは

軽自動車の検査における技術情報管理手数料の納付方法

お問い合わせ

・検査申請の際に（独）自動車技術総合機構に支払う
法定手数料（１台あたり一律400円）です。
・同機構において、自動車の電子的な検査（OBD検査）
に必要な技術情報の管理や、軽自動車検査協会等が
利用する情報システムの運用を行います。

手数料の支払い方法以外に関するお問い合わせは、
最寄りの運輸支局又は（独）自動車技術総合機構に
お問い合わせください。

※印影例



検査内容 検査手数料
技術情報管理
手数料

手数料合計

新規検査
（完検証提示
・指定整備）

1,100円 400円 1,500円

新規検査
（持込検査）

1,400円 400円 1,800円

継続検査
（指定整備）

1,100円 400円 1,500円

継続検査
（持込検査）

1,400円 400円 1,800円

構造等変更
検査

1,400円 400円 1,800円

限定検査
（指定整備）

1,100円 400円 1,500円

限定検査
（持込検査）

1,200円 400円 1,600円

予備検査
（指定整備）

1,100円 400円 1,500円

予備検査
（持込検査）

1,400円 400円 1,800円

令和3年10月からの軽自動車の検査手続きに関する手数料一覧表

※この表にない申請手続き（自動車検査証返納証明書交付や自動車検査証再交付等）
については、技術情報管理手数料はかかりません。


